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●介護保険制度が変わります　　　　　２～３

●中学生一人一人のマイ・チャレンジ　　　４

●平成18年度子ども支援ボランティア募集　５

●第５回壬生町国際交流

　　一良と文化のつどいー　　　　　　　　フ

●平成18年度削期生涯学習関連施設講座渠内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　15～29
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※東雲公園内の特設ステージでは催し物が盛りだくさん！

　詳細ぱしののめ花まつり″チラシ（新聞折込有：３月下

　句発行予定）をご覧ください。

　問合せ先：壬生町観光協会（町商工観光課内）S81 －1844

　　　　　　期間中（4/1～9）会場問合せS0282－83－0873
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介護保険制度が変わります

　　　　　　　もっと地域でいきいきと
１
／
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介護予防重視システムヘ

　介護保険制度は、認知症や寝たきりで介護が必要な高齢者にサービスを提供する仕組みです。

　平成12年度の制度導入から、要介護認定者は年々増加しており、認定者の内訳は特に要支援や要介護１

といった介護度の軽い人の割合が増加しています。

　こうしたことから国は、高齢者の「自立支援」と「尊厳の保持」の視点から介護保険制度の内容の見直

しを行いました。今後は、新たな要介護認定に基づき、地域支援事業、新予防給付など、予防を重視した

システムヘと転換していくこととしました。

◆要介護認定の流れ◆

１　申　請

　市町村の窓□で要介護認定の申請をします。
　　Ｉ

２　聞き取り調査

　市町村の担当者等が本人や家族に心身の状況や活動の状況について聞き取り調査を行います。
　　Ｉ

３　一次判定

　コンピュータで調査結果を分析し、要介諸状態区分を導き出します。
　　一

４　二次判定と要介護度の認定

　一次判定と主治医の意見書を基に、保健師や医師、

ケアマネジャー（介護支援専門員）などの専門家で

構成される介護認定審査会で要介護認定を行います。
　　Ｉ

５　ケアプランの作成とサービスの利用

　要介護１～５と認定された場合、従来どおりのケア

プランが作成され、介護サービスを利用します。
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①保健師等によるア スメン

アセスメント表や本人・家族と

の話し合いにより、利用者の心

身の状態や環境、生活歴などを

把握し、課題を分析します。

②サービス担当

！ここが変わりました

要介護状態区分
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目標を設定して、それを達成す

るための支援メニューを、利用

者・家族とサービス担当者を含

めて検討します。
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　要支援１と２に認定された場合、介護予防ケアプランが作成され、介護予防サービスを利用します。介

護予防ケアプランの作成は、新し＜市町村に設置される「地域包括支援センター※」で行います。（契約は

地域包括支援センターが行いますが、プラン作成等は今までの居宅介護支援事業者が行うことも可能です｡）
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※地域包括支援センターとは…《嘉齢者の総合相談窓口です》
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　町が運営主体となって、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう総合的・包括

的なマネジメントを担います。ｲ呆健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門の職員が介護

予防に関する次のような総合的な支援を行います。

　　介護予防事業のマネジメント

　1……､』地域の高齢者への総合的な支援

　⑤高齢者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業

よ宍ﾀﾞ介護予防ケアマネジメントの流れ白

　新たな要介護認定で要支援１・要支援２と認定された人、または、非該当と認定された人

ケアプラン

[う
目標を達成するためのサービス

の種類や回数を決定します。

作成されたケアプランをもとに

　→要支援１・要支援２の人は新予防給付（介護保険）の介護予防サービスを利用

　→非該当の人は（市町村が行う）地域支援事業の介護予防サービスを利用

　　壬生町では「地域包括支援センター」を２か所設置し、活動区域を中学校区とする予定です。
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高齢者の茜さんの介護予防を応援します

◆介護予防とは・・・

　元気な人も、支援や介護が必要な人も、生

活機能の低下や重度化をできるだけ防ぎ、自

分らしい生活を実現できるよう支援すること

です。

　介護保険の介護予防では、自分でできるこ

とは自分で行い、介護予防サービスを利用し

て心身の機能向上を図ります。

　介護予防で介護を必要としない自立した生

活を目指しましよう。

要介護への移行、寝たきり、認知症悪化の原因に！

新たに加わる３つのメニュー

　《新予防給付》

　要介護１～５の認定を受けた人も、要支援１と２の認定を受けた人も利用できるサービスの類型は一部

を除いてほぼ同じですが、要支援１と２については、より「目標志向型」のサービスヘ再編されます。

　例えば、介護予防の通所介護サービスなどの中で要支援１と２の人に提供される選択的サービスとして

新たに３つのメニューが加わり新予防給付として提供されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３つのメニュー

①運動器の機能向上

理学療法士等の指導によ

り、ストレッチや有酸素運

動、筋カトレーニングなど

を行います。

②栄養改善

管理栄養士等が、低栄養

を予防するための食べ方

や食事づくり、食材の購

入方法の指導、情報提供

などを行います。

③□腔機能向上

歯科衛生士や言語聴覚士等

が、歯みかきや義歯の手入

れ法の指導、摂食・座学機

能を向上させる訓練などを

行います。

地域支援事業

　地域支援事業は、介護保険の認定審査で「非該当（自立）」の方や地域のすべての高齢者を対象に、こ

れからも元気で介護が必要とならないためのさまざまなサービスを提供する事業です。

　地域支援事業の介護予防サービスには対象者ごとに特定高齢者向けのサービスと一般高齢者向けのサー

ビスがあります。
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！特定高畠者とは…

　　健康診査や保健師・主治医・民生委員からの情報など

　から選定された、要介護状態になる可能性が高い高齢者
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　◆特定高齢者向けのサービス◆

特定高齢者を対象としたサービスです。

利用者が地域包括支援センターの職

員と一緒に介護予防の目標などの計

画を立て、目標達成を目指してサー

ビスを利用していきます。

運動器の機能向上、栄養改善、□腔

機能向上、閉じこもり・認知症予防

などを実施します。

　◆一般高齢者向けのサービス◆

地域のすべての高齢者を対象としたサ

ービスです。

これからも元気でいるための情報の提

供や、介護予防に関する教室などを実
施します。

介護予防に関するボランティアなどの

育成のための事業を実施します。

お問い合わせは

壬生町民生部高齢対策課

　　　介護認定係

・昔８１－１８了了　・
　　高齢福祉係

昔８１－１８３０

　介護保険係

昔８１－１８７６
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